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１．はい！相談室です 

光回線・光電話の代理店による強引な勧誘に注意 

２．クイズで「エシカル度チェック」キャンペーン実施中！ 
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１．はい！相談室です 

光回線・光電話の代理店による強引な勧誘に注意 

【相談事例】 

〇インターネットを利用しないので、アナログ回線の固定電話を使い続けている。電話会社

を名乗る相手から「アナログ回線がすべてデジタル化する。今なら工事費無料で行える」と

電話があった。いずれ工事をしなければならないなら無料のうちに受けておこうと思い了解

した。届いた書面を見た家族に「これはアナログ回線から光電話に変える契約であり、光回

線の料金も払わなければならなくなるので、月額料金が非常に高くなる。デジタル化は電話

会社が行うので利用者の工事は不要と以前テレビで言っていた」と指摘されて初めて不要な

契約をさせられたと気づいた。 

 

〇Ａ社の光回線でインターネットを利用している。「Ａ社の光回線がＢ社に移行される。その

案内文を送るので送り先を教えてほしい。案内文には仮の工事日が書かれているが、あくま

で仮に入れているだけなので気にしないでほしい」と電話があり、住所を教えてしまった。

まだ届いていないが、案内文だと言っていたので無視していいだろうか。 

 

【アドバイス】 

代理店による電気通信などの強引な勧誘トラブルは後を絶ちません。 

光電話は電話の基本料金自体は安くなったとしても、光回線の料金も発生し、総支払額は

アナログ回線よりかなり高額になります。アナログ電話回線のデジタル化は事実であり、電

話会社の局内設備切替は 2024年１月より順次行われていますが、あくまで電話会社内の作業

であり、利用者は何もしなくても電話機・電話番号をそのまま使うことができます。これに

便乗した光回線への勧誘に十分注意しましょう。 

代理店による勧誘は、販売目的を隠すケースも多いです。利用中の通信業者を装い、ある

いは紛らわしい名乗りをして、「モデムを交換するだけ」「料金が数千円安くなる」などと言

い、消費者は現在契約しているプランの変更だと思い了承してしまうケースもあります。 

 「電話勧誘を受けて了承してしまった」「通信会社から書面が届いたが、契約変更をするつ

もりはなかった」などトラブルになった場合は、消費生活センター等に相談してください。 

 

消費者ホットライン：「１８８（いやや！）」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号

です。 

 

＜参考資料＞ 



 

○国民生活センター 発表情報 

このままでは固定電話が使えなくなる！？それって光回線の“便乗”勧誘かも－固定電話の

IP網移行に伴う利用者側での手続きは不要です－ 

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220426_1.html 

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220426_1.pdf 

 

○国民生活センター 発表情報 

回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意！第２弾 －安くなると言われても、すぐ

に契約しないようにしましょう－ 

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180726_1.html 

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180726_1.pdf 

 

○2022年 6月 1日更新: 国民生活センター 

「クーリング・オフ」 

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html 
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「困ったな」「おかしいな？」と思ったら、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。商

品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど専門の相談員が受付け、公正な立

場でトラブル解決のための助言、あっせん（消費者が当事者として事業者と交渉するための手助

け）、情報提供などを行います。 

◇ご相談は「消費者ホットライン」をご利用ください。 

全国共通・局番なし３桁「消費者ホットライン：１８８（いやや）」 

最寄りの消費生活相談窓口、又は国民生活センターをご案内します。 

※相談できる曜日・時間帯は、お住いの地域の相談窓口によって異なります。 

※相談は無料ですが、通話料金はご負担ください。 
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２．クイズで「エシカル度チェック」キャンペーン実施中！  

茨城県の特設サイト「エシカルいばらき」では、エシカル関連賞品が当たるエシカル度チェッ

クキャンペーンを実施中です！ 

キャンペーン第３弾（12/15～1/31）では、「オリジナルグッズ（オリジナルデザインカード・缶

バッジ）」が 20名様、「七味唐がらし」や「有機ほうじ茶」「お菓子セット」が各 10名様に当たり

ます！ 

また、今回は残念ながらクイズキャンペーンの抽選に外れてしまった方にも、Wチャンス！ 

クイズ解答後のアンケートで「あなたのエシカルな推し活（エシカルな消費行動、グッズ、スポ

ットなど）」をお答えいただいた方の中から、抽選で 10 名様に W チャンスとしてすてきな賞品を

プレゼントいたします。 

あなたの“エシカルな推し活”を、ぜひ教えてください！ 

 

参加 URL：https://ethical-ibaraki.pref.ibaraki.jp 

※応募は茨城県内在住の方に限ります。 

 

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220426_1.html
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180726_1.html
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180726_1.pdf
https://ethical-ibaraki.pref.ibaraki.jp/


 

～「エシカル消費」とは～ 

エシカル消費とは、「人・社会・地域・環境」に配慮して、商品やサービスを選択する消費行動の

こと。 

 

～公式 X（旧 Twitter）「いばらき消費生活なび」随時投稿中‼～ 

クイズキャンペーンは X アカウントからも参加できます！（下記のアカウントをフォローし、ク

イズの解答結果を投稿することでご応募いただけます。） 

アカウント：@Ibaraki_CAN（https://x.com/Ibaraki_CAN） 

 

「エシカルいばらき」お問い合わせ先：茨城県生活文化課（029-301-2829） 
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※当メールマガジンの配信を停止したい場合は、ホームページ「いばらき消費生活なび」より配

信停止の手続きを行ってください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/mail-magazine.html 

このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが

mail:syose@pref.ibaraki.lg.jp までご連絡ください。 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

【お問合せ先】 

発行・編集 茨城県消費生活センター 

〒310-0802 茨城県水戸市柵町 1丁目 3番 1号 

TEL：029-224-4722 

FAX：029-226-9156 
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